
消費者行政に関する首長表明 

 

 

平成２７年４月より糟屋地区の粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町の

５町で、「かすや中南部広域消費生活センター」を志免町内に開設し、消費生活

に関する相談に専門の相談員が対応しています。 

 

消費者問題は、私たちの日々の暮らしの中で、悪質商法や振り込め詐欺など

消費者トラブルが多数発生し、全国的にも大きな問題となっております。 

 

粕屋町では、このような町民のさまざまな悩みや不安を的確に把握し、適切

な助言による問題解決に向けた相談体制を整えます。また、福岡県消費者行政

推進事業補助金を活用して、町民が利用しやすいセンターの周知に努め、消費

者被害を未然に防ぐための啓発活動を強化しております。 

 

今後も、町民の皆様が安全に安心して暮らせる地域づくりを目指してより一

層、消費者行政の推進に取り組んでまいります。 

 

 

令和５年２月１日 

 粕屋町長 箱田 彰 


